
  

 

 

  

 

 

税務・財務に関する情報を使いこなすことができれば、 

より豊かな人生が送れるものと確信しています。 

私どもは、情報を、どう使いこなすか？につきまして、 

何らかのお役に立てればと願っております。 

情報に目を通していただき、ご自身にどう当てはめたらよいのか！ 

お考えいただき、お分かりにくい点につきまして、弊社の担当者が 

お伺いした場合に、ご一緒に検討させていただきたく存じます。 

税務・財務に関する情報の提供を通じて、お客様の繁栄と、平安に、 

少しでも貢献できればと願います。 

 友 弘 正 人 
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「国外財産調書提出制度」について 
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はじめに 

今回は、国外財産調書制度についてお伝えしたいと思います。国外財産調書とは日本国外

にある財産を記入する書類です。土地や建物、現金預金、株式などの有価証券などを区分し

て、その資産の用途、所在地、数量、価格を記入しなければなりません。重要視していない

方も多いようですが、実は非常に重要な制度です。各国政府が協力しあって租税回避等の可

能性のあるお金の流れを監視する制度と言い切っても過言ではないと思います。 

国外財産調書の内容 

居住者の方(非永住者又は非居住者と判定される者は対象になりません。)で、その年の

12 月 31 日において、その価額の合計額が 5,000 万円を超える国外財産を有する方は、

その財産の種類、数量及びその他必要な事項を記載した下記の国外財産の調書を、その翌年

の 3 月 15 日までに、確定申告の提出の有無に関係なく、該当する人は、所轄税務署長に提

出しなければなりません。 

 

 

 

 

 

1 

「国外財産調書提出制度」について 
 

２ 

非永住者とは居住者のうち、日本

国籍を有しておらず、かつ、過去

10 年以内において日本国内に住

所または居所を有していた期間の

合計が 5 年以下である個人を言

います。非永住者については、国

外源泉所得以外の所得及び国外源

泉所得のうち日本国内で支払わ

れ、または国外から送金されたも

のが課税対象とされます。 
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国外財産調書制度が定められた背景 

香港、シンガポール、バージン諸島、ケイマン諸島、バハマ、バージン諸島等（租税回避

地・低課税地域)に法人を設立等しますと、法人税、所得税等がまったく徴収されないか、

または、極めて低い税率が適用されていました。このような国または地域をタックスヘイブ

ンといいます。当該タックスヘイブン利用をして非常に疑わしい租税回避行為が行われてき

ました。そのような課税逃れに対する対策の一環です。 

国外財産調書を期限内に提出しなかった場合の罰則 

1 年以下の懲役、または 50 万円以下の罰金に処される可能性があります。また調書を期

限内に提出せず、かつ確定申告において、国外財産に関する所得税等の申告漏れが生じたと

きは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について 5％加重され

ます。 

 

 

 

３ 

４ 

また国外財産調書の提出には、国

外財産調書に記載した財産の価額

をその種類ごとに合計した金額を

記載した、国外財産調書合計表を

添付する必要があります。 

 

 

 

※「国外財産調書」及び「国外財

産調書合計表」は、国税庁ホーム

ページに掲載されています。 
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国外財産調書を提出しなかったら税務署にわかってしまうの

か？ 

基本的には発覚します。日本はＯＥＣＤモデル租税条約に加入しています。ＯＥＣＤ(経

済協力開発機構)の主な目的は「課税関係の安定・二重課税の除去」と「脱税、租税回避等

への対応」になっており、日本・アメリカ・イギリス・ドイツ等 36 か国が加盟して、情報

の交換をしています。マイナンバー制の導入、金融機関からの国外送金等調書の提出などに

より、個人が保有している資産は国内国外を問わず猛スピードで把握されていくと思われま

す。国外財産の情報はすべて税務当局に把握されるという前提で金銭的にも精神的にも負担

のない対応をとられるのがベストかと思います。 

 

国税庁の発表 

国税庁の報告によりますと、平成 30 年の国外財産の調書の提出状況は 9,961 件で財産

の合計額 3 兆 8,965 億円です。その内訳は有価証券 2 兆 1,135 億円・預貯金 5,771 億

円・その他建物土地等 1 兆 2,058 億円となっています。 

 

最後に 

国外財産調書等は、お金の移動が制限される気がして面倒くさいと感じたり、必要以上に

不安に思ったりする人もいるかもしれませんが、海外に資産を持つことも送金すること自体

も正当な理由があれば何の問題ないはずです。ただ海外で得た投資等の果実(儲け)を日本に

送金する場合等には注意が必要です。日本での確定申告が必要です。例えば、ハワイで不動

産投資した利益はアメリカで課税され、日本でも課税の対象となります。日本とアメリカの

２重課税にはなりますが、外国税額控除制度というものがあります。我が国で納付すべき法

人税、または所得税の範囲で控除することができます。基本的に２重課税の問題はありませ

ん。国内に送金しなくても所得が発生している場合は、課税の対象ですので申告が必要にな

ります。 

国外財産調書に関して、ご不明な点がございましたら弊社の担当者にお問い合わせくださ

い。 

 

執筆者 中川 茂 
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